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ToMMoのコホートデータで在宅被災者の実態把握を 
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［司会：遠州］第18回のブレストを開始したいと思います。今日は，若林クリニック院長の水戸部先生に
おいでいただきまして，「東日本大震災と被災者の健康問題」と言うタイトルで，また関連をして健康調
査を今企画されておりますので，それについても触れながらお話をいただくということになるかと思いま

す。よろしくお願いいたします。 じゃあ，早速ですが，水戸部先生の方にお渡ししたいと思います。 

【報告要旨】 

報告の組み立て 
（水戸部）東日本大震災復旧・復興支援みやぎ県民センター（県民センター）の世話人で，若林クリニッ
ク所長の水戸部です。今日はレジメに示した５点にわたってお話しします。 

　まず，被災者の健康問題に取り組む問題意識とその経過です。 

　県民センターは，大震災から10年の節目を迎えていますが，私は，医療関係の復興に係る課題として世
話人として関わってきました。宮城県が被災者の健康な生活について，今までは仮設住宅とか，災害公営
住宅に入居している人たちの健康調査をしてきたのですけれども，それを中止するということが議会の中
でも話題になって，ちょっとそれはないんじゃないの，と思わざるを得ません。そういう問題意識から，
被災者の健康問題を俯瞰的にまとめたいということが，レジメの①です。 

　それから②は，この２年ぐらい前から，いわゆる「在宅被災者」が問題となっている。県は，災害公営
住宅とか，プレハブ仮設とか，住宅を失って代わりの住宅に住んだ人たちを中心に健康調査をしているん
ですけれども，そうではない人たち，住まいを破損しても結局そこで住み続けざるを得ない人たちが結構
おられる。しかも補修の完了が難しい中で，困難な生活をしてるということが明らかになってきて，それ
が「在宅被災者」としての問題だと認識されてきている。しかも行政も把握しきれてない。県民センター
としても，そういうところにもっとアプローチできないかと思います。 

　そういう問題意識を私は持っていまして，それでその問題に対するアプローチの仕方がないだろうか
と，いろいろ考えたら，私がずっとこの間，県民センターのスタート段階から批判してきた，東北メディ
カル・メガバンク（ToMMo）のゲノムコホートの存在に気がついた。それが③です。彼らは遺伝子検査に

関心があるのですけれども，そのゲノムコホートのデータというのは，岩手と宮城合わせて15万人規模の

かなり大規模なものです。それだけの住民をリクルートしながらデータを集めているわけで，それを利用
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する方法があるんじゃないか。そのアプローチをしてみたいということで，ToMMoのビッグデータを活
用する調査を考え始めた。その経過のところは後ほど詳しく話をします。 

　今日のトピックの二番目は，メディカル・メガバンクの関係についてです。私，この話をメディカル・
メガバンクに持って行って，一応向こうの話を聞くっていう企画を設けたんですけども，一部の方から，
「あれ，批判してたのに，なんか，批判するのはやめたんですか？」みたいな，そういう若干誤解のよう
な，あるいは誤解じゃないのかもしれませんけども，そういうこともあったものですから，その辺のとこ
ろもちょっとお話ししたいということで，２）で付け加えています。 

　それから三番目が，今日の中心的な話ですが，メディカル・メガバンクのデータを使いたいんです，特
に在宅被災者のところに焦点を当てた分析に使いたいんですっていう，昨年，その申し入れをしたのです
が，その時，我々としては，こういうデータを見ながら考えたいのですというプレゼンをしました。その
時まとめたデータがあって，それが今日話をする三点目の内容です。後で，資料をお見せしながらお話し
します。 

　四番目として，メディカル・メガバンク自身も，相当，疫学調査を被災者中心にやっていますので，そ
のデータも踏まえながら，我々の問題意識をメガバンクに提出して，そして今現在，メガバンクのデータ
を分譲依頼をしています。分譲の依頼を申請してこの半年ぐらいですね。その間審査を何回かやりとりし
ながら，ようやく分譲委員会を11月に通過しました。その通過した研究計画書についても，ちょっとお話
ししたいと思います。 
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　それから第五に，10年でもう県は健康調査をやめるっていうんですね。それはないだろうというのが，
私の率直なところでですね，それについての私自身の考え方ですが，それは県はまさにその被災者の生活
と健康に対して無責任だということになる。それもお話ししたい。 

　以上５点に渡ってお話をさせていただきたいと思います。 

問題意識と経過 
コホート調査の意義：大震災というストレス暴露の健康への影響 

　まず最初は，問題意識です。ちょっと戻りますけれども，県民センターとしては，私は医療関係者とし
て，被災者の健康問題を中心に，いろいろアンケート調査をしてみたり，民医連としての取り組みをして
みたりですね。保険協会としてのアンケートをとったりですね，いろんなことをやってきています。それ
からやはり問題意識としてはですね，おそらく歴史的にも日本史の中でもこのぐらい大規模な被災を受け
たことというのは，戦争を除けばほとんどない。そういうなかで，貴重なデータとして追跡して行くって
いう，そういう調査も非常に大事じゃないか。これは医療関係者としての問題意識を持っていると言うこ
とです。そこにコホート調査の意義がある。 

　コホート（特定の要因に暴露した集団）というのはですね，一定の集団をずっと時間ごとに何年，何10
年で追跡していくコホート調査（暴露群と非暴露群を比較して暴露の影響を観察する調査）ということが
医学研究でよくやられます。有名なのが被爆者の健康調査です。20万人ぐらい生き残った被爆者を，ずっ
とこの間，病気との関係を追跡してきて，被爆線量と健康障害が，特に発癌とかですね。非常に関係があ
るということがデータとして明らかになってきた。非常に医学史的にも重要な被爆者の健康調査というも
のがあります。 

　それともう一つはですね，久山町の調査です。これは，日本の疫学調査のいわば草分け的なもので，九
州大学が，8000人ぐらいの久山町の町民を，ずうっと，もう50年以上に渡って，その人の生活と健康
を，ずうっと経過を見てきたのです。剖検率が確か５割以上です。亡くなった人のほとんどを剖検してい
る。ほとんどと言わないまでも五割ぐらいは剖検している。これぐらい大学と地域，まちが一体になっ
て，健康の追跡をして，それが例えば血圧との関係とかコレステロールの関係がどういうような健康状況
に影響するか，死亡率に影響するかを追跡した。そういう問題を扱った医学論文の根底にあるのが久山調
査で有名なのですが，これがコホート調査の例です。 

　海外では，国際的に有名なフラミンガムスタディです。アメリカのフラミンガムという地域の住民ので
すね。特にアメリカの場合，虚血性心疾患が多いですけれども，その食生活とか虚血性心疾患の関わり方
をまとめているデータがあって，これからの生活と健康を考える上で，非常に大事なものになってきてい
る。特に私の問題意識としては，この大震災と，やっぱりかなりの社会的ストレスを大きな集団が受けた
わけで，その人たちが一体，その直後からこれからにかけて，どんな健康被害が起こるのか，どういうふ
うにリカバリーしていくのか，そういったことも大事なことだろうという問題意識を持っていたと言うこ
とです。 

「在宅被災者」に注目する意義 

　それからもう一つは，先ほど話した「在宅被災者」という方ですね。国とか県はやっぱり被災者という
と，居住地を失った人という形でのとらえ方が多いんですけれども，そうではなくて，在宅そのまま住み
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続けざるを得ない局面に置かれている人がたくさんいると言うことで，これが抜けている。ここをちゃん
と分析できないだろうかという問題意識ですね。 

被災者の立場でToMMoのビッグデータを活用する 

　そしてそれを考えたら東北メディカル・メガバンクは，あとで話しますけれども，500億円の国費を
使ってゲノムコホートと言って，国は被災と健康障害じゃなくて，ゲノムと，つまり遺伝子とそれから健康
の関係を調べようとしている。高血圧になりやすい遺伝子とか，糖尿病になりやすい遺伝子，あるいは発
達障害とか精神的な疾患を起こしやすい遺伝子ですとか，そういったものと関連が無いかどうかっていう
のを調べるためのゲノムコホートです。これは国際的にどんどん進んでいるものですが，日本は遅れまい
として一所懸命，震災前からやろうやろうとイノベーション計画で進んできたものなんですね。それがた
またま被災地にそういった条件があるんじゃないかということで，東北大学と国が一体になって始めたの
が東北メディカル・メガバンクです。あくまでも目的はゲノムなのです。そのために，お金を500億円もお
ろすということになったんですけれども，ただ，その中には後で話しますけども，それなりに生活実態と
か被災の状況とか，やっぱり貴重なデータが含まれていると言うことで，まあそういうことを利用できな
いだろうかというのが問題意識でした。 

調査プロジェクトの立ち上げ 

　それで，ここにあるように，被災者の立場からメガバンクの，ゲノムデータというより，むしろその生
活条件とか被災の状況とか，そういったものと健康の関わりがビッグデータになっているんですが，それ
を活用できないかっていうのが問題意識で，確か２年ほど前の県民センターの会議で，こういう問題意識
なんだけども，メディカル・メガバンク側に交渉して良いだろうかと，皆さんに打診した時に，別にだめ
だという人はいなかったんで，それで早速，交渉に当たったということですね。 

　それで民医連としてプロジェクトチーム，医者が５人，それから事務方２人のチームを立ち上げて，分
譲交渉をしてきたと言うことです。ようやく分譲の一つのゲートは通り越して次の段階に移る。来年あた
りに多分ゲノムを除いたビッグデータをいただいて，そしてそれを解析しながら，まあ我々としては在宅被
災者に対してのアプローチを，分析のアプローチをしていきたい。 

　ただあのメディカル・メガバンク側も，既に彼らの持っているゲノムデータではなくて，むしろ震災と
生活の状況とか，病気の状況とか，特に家屋被災と健康の状況なんかを疫学調査しています。この寶澤教
授と栗山教授という 二人の教授がいるんですけれども，疫学担当の先生方の，メガバンクとしての今の到
達点について，ちゃんと話聞こうじゃないかということで，先月（2020年11月）の14日に坂病院の方で
研修をオンラインでやりましたけども，30名ぐらいの参加でですね。いろいろの人の話を聞くことができ
たということで，メガバンクも決してゲノムだけではなくて，震災との，被災の状況と健康状況をそれな
りに把握するアプローチはしていると言う事も分かったと言うことですね。それがこの間の問題意識と経
過です。 

東北メディカル・メガバンクとの関係 
批判的であるが，データ自体は価値中立 
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　それでメガバンクとの関係はですね，批判的な立場であることには変わりがありません。そこは誤解の
ないようにしてください。東北メディカル・メガバンクのゲノムコホートを，いいんじゃないのという，
そういう立場じゃなくて，あくまでも批判的な立場にあるし，その間，メディカル・メガバンク側ともい
ろいろ話しあうようなことをしてきてますけれども，我々は批判者であるということを向こうにも理解し
ていただいて，それから向こうもきちっと情報は我々に伝えながら，お互い紳士的な話し合いをしている
と言う関係にあります。 

　一部にはですね，やっぱり批判してきた人たちのデータを使うというのはちょっとというふうなことを
言う人が居るんです。多分，皆さんの中にもいるかもしれませんけども，やっぱり膨大な国費を使った被
災地のコホートデータですね。しかも2014年に一回，第一次ベースライン調査をやって，それから４年後
に，もう一回やって，それからまたさらに4年後にこうやっていくという，これから被災者を追跡している
調査にもなるわけですから，そのデータは価値中立だろうと思います。まあ，いわば被爆者のデータと同
じように，そういう意味では，やっぱりこの立場に立って利用するということはあってしかるべきだとい
うのが，我々の，私の立場と言うことです。ということで，ゲノムデータを除けば，必要な震災のコホー
ト調査にになり得るものだというふうに認識しているということです。 

惨事便乗・ヘルシンキ宣言違反の東北メディカル・メガバンク 
　それで，批判的な立場については，時間があ
れば話しますけども，皆さんに事前に配布した
資料の中に，「東北メディカル・メガバンクに
ついて，医療者の立場から」という表題のパ
ワーポイント文書で議論しています。実は
2013年とだいぶ前ですが，東北メディカル・
メガバンクに対して批判的な立場で県に公開質
問状をだしたりしながらずっと運動してきた。
私と，私の先輩の村口医師なんかとずっと一緒
にやってきたのですけれども，宮城県だけでは
なくて，生命倫理という基本的ところに関わる
ものではないかということで，生命倫理学会，

ワークショップIIというところに，演題を出して議論しています。その時に使ったパワーポイントですね。
このワークショップには東大の高橋先生というメガバンクの判定の委員に加わった生命倫理学の先生が参
加してまして，結構，反響を呼んだみたいですね。その東大の生命倫理の先生が，東北メディカル・メガ
バンクを可とした判断は，東北大学の復興のためだと我々は考えていたからだと，そういうふうな発言を
していました。いずれにしても，批判的立場を明確にした時のスライドです。 

国家プロジェクトが復興の名の下に持ち込まれた 

　これはですね，あの基本的には東北メディカル・メガバンク計画というのは被災者のためというような
ものでは決してないということだけは，これははっきりさせています。まずですね，この話をするとこれ
だけでも１時間かかってしまうのですけれども，まずこのメディカル・メガバンク計画というのは，国際
的にも，中国でもヨーロッパでも，EUでも，もう何10万人規模の遺伝子と病気の関係をコホート調査を
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していくというプロジェクトが国家的に立
ち上がっているという中で，日本が遅れて
たんですね。研究の遅れは，薬の開発の遅
れや医薬品開発の国際競争力にも影響する
というので，医療イノベーション計画って
いうのが震災前からあったんですね。その
推進室長が中村さんという，いわばゲノム
コホートの専門家です。そのかたが仕掛け
をして，そういう計画が必要だということ
になってきた。それは震災前からです。そ
して，震災前の２月18日にその第1回の
ワーキンググループが開かれています。そ

してその時の中心メンバーで，しかもなおかつシンクタンクになったのはですね，小宮山先生という，東
大の元総長ですね。この方，三菱総研なんですが，その三菱総研がワーキンググループのプランを提出し
ている。震災前にこういう壮大な計画があったということです。 

推進者たちの赤裸々な本音 

　そういう状況の中で，小宮山先生という
のはどういう立場の人かというと，ご存知
のように宮城県の復興会議の議長です。そ
してこの小宮山先生から６月３日の復興会
議にゲノムコホートの提案があったんです
ね。そしてそれ以前にはゲノムコホート，
東北メディカル・メガバンクは震災復興計
画に全く入ってなかったのです。そして，
いきなり８月に復興計画に挿入されたとい
う，そういう経緯があって，つまり我々に
とっては本当に青天の霹靂，「これって
何？」という感じだったのですね。それで
調べてみたらこういう経過があった。 

　それから，決定的なのはメガバンク計画が復興計画の中で計画された経過ですが，資料の中のこれで
す。小宮山先生が６月３日の宮城県の復興会議で行った発言の中身です。議事録に残っているのをそのま
まを引用しました。まさに本質を示しています。要するに，被災地でそれ以上医療システム開発をしよう
としても，医者が集まるわけじゃない。いくら赤髭みたいな人を集めようとしても無理だ。そういう中で
第一線のゲノム研究を東北大学に持ってきてやれば，医者も集まるし，あるいは製薬企業だって集まる
し，そういう計画の中で小宮山議長がここで話をして，それで入り込んだ。国家プロジェクトが宮城県の
復興計画の中に入り込んでいく。山本東北大学医学部長は自分が自ら考えて持ってきたんだというような
ことを言ってるんですけれども，むしろ国家プロジェクトが先にあって，それに乗っかったという方がい
いと思います。 
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　つまり遺伝子研究と疾患の研究を国家
としてやりたい。それで，たまたま被災
地がそういう意味では条件があるという
ことで，これを我々，当時から言ってい
たのですけども，まさに惨事便乗，非常
に辛い大変な時期に便乗してそういう国
家プロジェクトを持ってきて，まさに創
造的復興の一つの大きなものだろうとい
う，そういう批判的な立場を取ってきた
のです。 

　それから，もう一つはですね。これが惨事便乗そのものなんですけど，このメディカル・メガバンクの
副機構長（2015年３月まで。現機構長特別補佐）の八重樫先生ですが，ここに書いてあるように「未曾
有の大惨事を改革の千載一遇の契機と捉えたい」ということ，だからメディカル・メガバンクを作りたい
と，非常にストレートに話してますね。 

ヘルシンキ宣言に抵触するメガバンク 

　それから私たちが一番問題にしてきたのは，医学研究，ゲノム研究というのはやっぱり研究なんです
ね。治療とかではないですね。ゲノム研究というのは遺伝子情報を研究したいという研究者の研究的な取

被災者健康調査について 8
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り組みなので，医学研究の原理的な原則っ
てのはあるのでないか。その原則にこのメ
ディカル・メガバンクは抵触するんじゃな
いか。我々の批判の拠り所の一番大きい
のは，このヘルシンキ宣言ですが，その
17項にこう書いてあるのです。「不利な
立場または脆弱な人々あるいは地域社会
を対象とする医学研究は，研究がその集
団または地域の健康上の必要性と優先事
項に応えるものであり，かつその集団また
は地域が研究結果から利益を得る可能性
がある限り正当化される。」ということ
なので，被災者にとっては全く聞いたこと

もない遺伝子研究であり，しかもその成果がいつ出るのか分からないということですね。そういう中で，
いわばゲノム研究者の一つの思い，国家的なプロジェクトが重なって起きてきているということなので，
これはどうしてもヘルシンキ宣言に抵触するんじゃないかっていうのは私たちの立場です。 

医療費窓口負担再開のタイミングで 

　ただ，この間，県といろいろ交渉とかしてきたのですけれども，ヘルシンキ宣言と抵触するんじゃない
かという話をすると，「最終的には参加するかどうかは個人の判断することなんだから強制ではない」と
いうことなんですね。つまり，研究参加は強制ではない。だから，こういうところに抵触することはない
というのが県の返事です。ところが本当に強制で無いだろうかというと，これはデータにも載ってますけ
ども，ちょうどその年の4月から被災地の医療費が今まで減免されていたものが有料になるんですね。そ
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のときの状況がこのグラフです。4月の前には駆け込みの需要があって，その後，ガクンとと落ちるわけ
ですね。４月から被災者の治療費の自己負担が再開するので，特に被災地に顕著に表れてるのですけれど
も，駆け込みの受診，それからその後の急激な受診低下が顕著にデータに示されています。ちょうどその
時です。地域住民のコホート参加を始めたのが，その年の5月から。一方では，医療費が有料になって受診
しにくくなる。一方では，大学がゲノムコホートに参加すると千円のお金までもらえる。参加の協力券と
して千円の証券までもらえる。なおかつ検査は全て無料でできます。そういうことが本当に倫理的にいい
のだろうかという，そんな議論が一方であったということです。ほんとうに私，その当時相当頭にきてま
した。 

病院被災の背後で建設の進むメディカル・メガバンク 

　志津川病院，本当にこんな有様なんですよね。雄勝病院も「海のそばの病院」と言われていたのです
が，ここの院長は私の同級生なんです。院長は死んじゃったんですけど，まあ，こんな状況が一方であり
ながら，東北大学はですね，メディカル・メガバンク棟が着実に建っていくのですね。この乖離という
か，コントラストというか，まさに国家的な戦略が優先されて，被災地が置き去りにされている。その姿
があるのじゃないかというのは，相当強くその問題点は指摘したいというのがあります。 

　いずれにしても言いたいことは，決してそのメガバンクを再評価するということじゃなくて，ただそう
いう中で，地域住民のリクルートやってですね，15万人規模の地域住民の参加が得られているわけです。
そのデータというものは，全県的なデータでもあり，やっぱり利用価値がある。データについては価値中
立性があると思います。 

在宅被災者問題の疫学的研究とコホートデータ 
　それでは次に行きます。ToMMoというのは，東北メディカル・メガバンクの略称です。今述べたとお
り，批判的な立ち場であることには変わりがないということです。ただしこのデータは価値中立で，これ
は被災者のために活用できるんじゃないかと考えてます。それで，東北メディカル・メガバンクにその
データを使いたいんだと，「いろいろご批判はしてきたけども」，訪ねていった時は，これに対してはで
すね，向こうの窓口が長神さんっていう広報部の担当者なんですけども，「批判者がデータ使わせてくれ
るなんて，ちょっと不躾かもしれませんが」というふうにちゃんとお話ししました。でも彼らとの関係は
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非常に紳士的な関係であったので，彼らは「ちゃんとした手続きを取ってもらえれば，そういうのを使っ
ていただくのは構いません。大いに結構です」とまで言いました。そういうことなので，その時に申し入
れした内容を今日ちょっとお話させてもらいます。これが本日の報告の主要部分です。県のデータとメ
ディカル・メガバンクのデータから見える被災者の健康状態ということです。 

ToMMoに提示した問題意識とその根拠 

　ちょっと，小さい画面になりますが，これ
はメディカル・メガバンク側との交渉の資料
で，このときは栗山教授とか長神さんと研究
者を含めた場でした。 

　目的はここに書いてあるように，震災から
10年となるので大震災という負荷が県民にど
のような影響を与えたのかということに非常
に関心もあるし，そういうことにアプローチ
して行きたい。特に私たちはゲノムじゃなく
て，健康の社会的決定要因，いろんなその社
会的負荷ですね。経済だとか，さまざまな住
環境との関係を含めた負荷が健康に影響を与
えるのじゃないかということを重視して，特
にこの間，２年ぐらい前から話題になってい
る在宅被災者のところになんとかアプローチ
できないかという問題意識を持っている。　
もしそういったデータが手に入れば，政策的
に在宅被災者にもちゃんとしたサポートをす
べきではないかと提言したい。 

　そして具体的に調べたいのは，在宅被災者の
社会的な要因，つまり経済状況とか仕事とか，特に住まい──その破損状況とか──，そういったもの
と，社会関係資本，ソーシャルキャピタルと言いますが，いろんな人との繋がり，それらが病気の有病率
とか，或いは心の健康の問題，いろんな検査時のデータとどう関係しているのか，そういったものを解き
明かしたいんだというのが目的だと説明しました。 

　それでこの間，どういう調査が今まで県としてやられているか，あるいはメガバンクもやってるかって
いうのはちょっと羅列的に話しました。宮城県は被災者健康調査。プレハブ仮設とみなし仮設，災害公営
住宅で，こういう形で行っています。県のホームページから全部見ることができます。それなりの項目は
調査をしています。これで充分というわけではないんですけれども，一定程度，健康状況の把握はしてい
るということですね。後でちょっとその話をします。東北メディカル・メガバンクも，さっき言ったよう
に公衆衛生的な視点から調査をしている。県の調査とメガバンクの調査の違いで一番大きいのは，県の調
査はあくまでも住処を失った人たちの生活と健康の調査であって，ところがメガバンクはですね，全県的
なんですね。いわば非被災者，ほとんど損傷もないような人も含めて，いわば全般的な対象からリクルー
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トして，そしてデータ化しているということで，在宅被災者も含めてのデータを持っているということ
が，やっぱり一番大きな魅力だということです。それから，そのほかにも公衆衛生教室とか復興庁のデー
タもあるし，それから国保の先ほど話した件数が，宮城県における駆け込み受診とその後の抑制のデータ
もある。また，保険医協会や民医連が行ったアンケート調査や訪問調査，そういった諸々のデータがあ
る。でも，やはりメガバンクが持っている非被災者も含めたマッシブなビッグデータは，利用価値がある
んじゃないかということをお話をして活用したいんだと言う話をしました。 

　そして，進め方としては作業チームを作って，いろんな今まで出てるデータを分析したりして，そして
メガバンクのコホートデータを活用して具体的な分析をしたいんだと言うようなお話をしたというのが，
まず申し入れ書の第一ページですね。そして具体的に今までどのような県の調査とかやられているのか，
メディカル・メガバンクはどれだけのデータを，利用価値のあるものがあるのかということを彼らにご説
明したということです。 

被災地の状況 

　その前に，被災者の，被災地の状況ですね。非常に漠然としたものですが，県民が230万人，そして90
数万世帯ですかね。しかもいろんな生活をして，いろんな住宅を持っている人たちが震災で被災して，そ
して結果的には，県の判定が，全壊83,004戸で半壊155,130戸，一部損壊が22万＊ということです。そう
いう人たちが結果的には避難所を経験しながらみなし仮設に入り，プレハブ仮設ができればプレハブ仮設
に入る。仮設住宅を経て，自分で再建できる人は自宅再建していく。何軒再建したのかはっきりしたこと
はわかりません。あるいは災害公営住宅に移り住んで行くという，そういう一連の流れがある。 

　この辺は数的に大体把握できているのです
けれども，もう一つは在宅被災者です。先ほ
ど言いましたが，住宅は被災したけど結果的
にそのまま住み続けた人たちが結構いる。仮
設住宅には，みなし仮設とプレハブ仮設と合
わせると，まあ，５万までは行かないが，
47,000ぐらいですかね。一方では全壊が
83,000ですが，まあ全壊といってもいろんな
判定基準があるんですよね。一階部分が流さ
れたとか，そういうものも全壊になるんです
けれど，全壊，半壊含めて相当な数の人が，
必ずしもみなし仮設やプレハブ仮設に入らな
いで，やっぱりこれまでのこの住まいをなん
とか修復しながら住んでいたんじゃないかと
思われます。数的には分かりませんけども。
そういったことをこの周りのデータから見え
るんじゃないかというようなことで，やはり
在宅被災者をこういったアプローチで把握で
きないだろうか，というのが問題意識だとい
うようなことを話しました。 
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＊  災害（火災を含む）における人的被害，及び建物（住家及び非住家）被害の把握は，消防庁，警察庁，厚生
省，建設省が，それぞれ異なる判定基準を示して，被災都道府県及び市町村に報告を求めていた。また，報
告を求める建物被害の数値について，建設省は戸数，それ以外は，棟数・世帯数・人員（警察庁は人員は不
要）と統一されていなかった。しかし昭和42年９月に行政管理局から統一するように勧告を受けたことか
ら，昭和43年６月に判定基準及び報告を求める数値が統一されることになった（人的被害については，死
者・行方不明者・重症者・軽症者の認定基準，建物被害については，住家，非住家の定義，全壊（全焼），
半壊（半焼）の認定基準，建物被害において報告を求める数値は，戸数・世帯数・人員に統一）。ただし，
統一が図られたにもかかわらず，東日本大震災の被害における消防庁の発表においては，戸数ではなく，棟数
となっている。また，警察庁の発表では，消防庁発表と同じ数字を戸数として発表している。いずれかが誤
りであろう。 
　なお，被災者の支援に直結する，罹災判定は，被災者の申請により判定がされるので，被災者が死亡して
いるなどのために申請されなかった場合は被害があってもカウントされず，また，被害の区分も災害統計とは
異なっている。すなわち，災害統計における「半壊」は，「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」に三分割
され，災害統計における「一部損傷」は罹災判定では「一部損壊」と呼称され，さらに，損害割合10％以上
の場合は「準半壊」となる。 
　宮城県の発表は，消防庁の「住家被害」に基づくものなので，ここでは「一部損壊」という表現は誤りで
あり，正確には「一部損傷」である。 

住まい再建経路に現れる世帯特性の違い（宮城県発表データから） 

　みなし仮設，それからプレハブ仮設に住んだ方のデータは，その時点で一応県のホームページから拾え
ましたので，次にそれをお話ししました。これは，経年で県が出しているデータを拾い上げたのと推定し
たものです。プレハブ仮設が，この水色のラインですね。それから茶色がみなし仮設です。そして，この
右肩上がりのこの橙色の線が災害公営です。これは数として公表されています。ところがこの青い線は，
私はピークの数字からプレハブ，借り上げ，災害公営の合計を引き算をして，こういう人達は多分，自ら自
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宅再建して移り住んでいたんだろうなと考えて描きました。あくまで私の推測です。推測ではあっても，
そういう流れが見てとれるということですね。 

　こういう流れの中で私なりの仮説を設けているのは，仮設住宅のうち，現実にもそうなのですが，みな
し仮設に入れた，入る人っていうのはですね。やはり，災害公営住宅の狭いところではなかなか大変だっ
たということがあって，家族が多いとか，地縁血縁があって「あそこ空いてるよ」とか，「そこのアパー
ト借りられるよ」と，自分自身の情報網の中で手早く動ける人たちが入ってるんですね。後で遅れた人た
ちは条件が悪いもんですから，なかなか入れない。そういうのがあって，それは後々のデータでも確認で
きます。つまり，みなし仮設は世帯人数の多い，比較的仕事を持っている人が多い，そういう人達が入っ
ている。それから，プレハブ仮設のほうは元々その条件が整わなかった人たちが入っている。そして最終
的に災害公営住宅に入っているのは高齢独居とかですね。なかなか経済状況も含めて，厳しい人たちは災
害公営住宅の方に移行していく，そんな流れの中にあるんだと言うことです。 

高齢独居世帯率は災害公営＞プレハブ仮設＞みなし仮設の順に 

　その流れを顕著に表しているのは，いわゆる
独居高齢世帯ですね。65歳以上で独居の人た
ちの比率です。県の平均がこの黄色の線です。
まあ，せいぜい12%ですが，だんだん上がっ
て来てはいます。ところがみなし仮設の場合
は，やっぱりこう若い人たちで仕事が多い，子
どもが多い人達が占めるから，こんな感じで
す。ところがプレハブ仮設はやっぱり独居世帯
が多い。そして結果的に，若くて仕事のある人

たちは借家移転の方に入ってくるんですけれども，結局，財源的にも財政的にも難しい人たちが災害公営
住宅の方に移行していくんですね。災害公営住宅の高齢者世帯の比率は，県の平均の三倍ぐらいになって
いく。この間の被災者の流れは，自力再建していく人たちももちろんあるし，そして民間の住宅に移行し
ていく人もいるけれども，最も災害弱者というのでしょうか，高齢で独居で，地縁血縁もない厳しい人た
ちが災害公営住宅の方に移行せざるを得ない。 端的に言えばそういうことになりますね。この局面で県が
健康調査を打ち切りますと言う。それはないでしょう。もっとも困難な人たちの調査を打ち切ってどうす
んだと，私は率直にそういう思いがああります。 

世帯人数はプレハブ仮設よりみなし仮設が多い 

　この図はですね。みなし仮設とプレハブ仮設の所帯の数（世帯人数）ですね。 

　さっき話したように，みなし仮設の人たちは地縁血縁があって，それなりのまあ資金力があって家族も
多いという人たちが，いち早く見つけてアパートに入っているんですね。確か，県が仮設住宅として見な
しますよっていうふうに制度的に認めたのは５月からですね。だから３月，４月辺りはちょっとお金が
あって，それなりに場所を借りる能力があった人たちですね。地縁血縁とか。そういう人たちが先に確保
しているので，これはあの巷で聞いた話ですけども，みなし仮設としてお金が出ますよっていう話を聞い
て，それなら借りようと思って不動産屋に行っても残っているのは本当に状況の悪い借り上げ住宅しかな
かったという，こんな話もありました。その差というのはずっと続いてるんですね。こういうように仮設
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住宅に入居している世帯数は，時間の経過とともにもちろん減っていくわけですけれども，このみなし仮
設とプレハブ仮設の世帯人数は，このグラフのように開いたままで推移していく。しかも世帯数がだんだ
ん減っていくということは世帯人数が多い人達が離れて（退去して）いくという流れの中にあるのではな
いかと思います。何が言いたいかというのは，つまり，みなし仮設とプレハブ仮設というのはそういう条
件差がある中で，そういう格差を残した中，条件の良い人はそっから出ていく。条件が良いと言うのは，
その能力，地縁，血縁，財力がある人たちということで，それはいろんなデータにも表れるということで
す。これは県の調査からとったものです。 

みなし仮設，プレハブ仮設との対比で生活困窮者の集中がうかがえる災害公営住宅 

　これは全ての調査の回収率は100%じゃありません。県の調査ですから，だいたい六割から七割ぐらい
の回収率になってまして，パーフェクトではないんだけども，概ね実態を表している。世帯人数と性別に
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ついては，ご覧のようにこの灰色が災害公営住宅ですね。いかに災害公営住宅には１人や２人が多いかと
いうことがわかる。それから，独居高齢者の世帯と年齢構成です。これ見ますとやっぱり高齢者が多い。
それからみなし仮設はやはり家族が多くて若い人が比較的多い。40代，50代，そういうまさに家族状況
とかが反映されたのが，それぞれ住んだ仮設の状況とか災害公営住宅の形がこの図からも見えるというこ
とです。 

 それから職種，これもやっぱり，細かい話が色々ありますけど，やっぱり無職が災害公営住宅の人たちに

多い。仕事もないし収入も少ない。収入はアンケートには入っていないのですが，そういう状況になって
います。 

有病率は災害公営住宅が高いが，みなし仮設とプレハブ仮設に大きな差はない 

　それから健康状況は，私のとったデータにはあまり差はないですね。受診の状況とか体調については借
り上げ仮設もプレハブ仮設も災害公営住宅もあまり大きな差はないですね。しかし，病気との中断との関
係ですね。持病ありで高血圧はやっぱり高齢者の方が多いですね。それからリハビリで，心臓病，糖尿
病，当然高齢独居が多いですから，病気の比率は災害公営住宅の方が多い。つまり高齢者が多いというの
は当然病気も多いという状況は，この中からも見てとれる。 

心の健康は住宅別の違いが見られない 

　それから心の健康はね，そんなに差はなかったということですね。あと，ちょっと注目してほしいのは
ですね。この行事への参加率です。いろんな災害公営住宅で，集会所でいろんな企画をしたり，ボラン
ティアで参加したりしてます。そういう人たちが参加するのはですね，意外とみなし仮設では参加する人
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が少ないですね。しない人が多いです。やっぱりみんなそれぞれの仕事があって忙しいからとてもそれど
ころでない，そういう所もない。そういうのがやっぱりこう反映しているのだなあというのがこういうも
のにも見えてきます。ちよっと余談になります。 

医療費窓口負担再開による受診抑制 

　それからあともう一つは，これは先ほど話した国保の駆け込み受診とその後の受診抑制。特に被災地の
ところ，女川とかですね，石巻とか浸水被害を受けた所は非常に厳しい状態に置かれた。そしてちょうど
この時期の４月から，東北メディカル・メガバンクのリクルートが始まってる。そのようなことです。 

福島県に特異的に偏る災害関連死 

　それから災害関連死は，これはまあ，補助的な資料です。福島の特殊な条件で，むしろ直接死よりは関
連死の方が多くなっている。これは著明です。いかに原発の事故が，悲惨な状況を生み出したかっていう
のはこれでもわかる。転居を迫られて流浪の旅となってゆっくり療養もできないままに亡くなって行く人
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たちが多い。災害関連死というのは，基本的には対策すれば死なずに済んだ人たちが災害関連死です。そ
ういう状況だというのが如実に現れる。 

　それから関連死をたまたま調べてみたら面白いなと思ったのはですね，対人口比の死者，行方不明者で
す。これは当然，仙台市は大規模だし，山の手の方もありますから，少ないのは良く分かります。それか
ら対人口比の震災関連死も仙台市は少ない。当然，後背人口も多いですからもろに津波被災で亡くなっ
た。ところがですね，死んだ人と行方不明者に対して震災関連死の比率を見たのですね。つまり，仙台市
の沿岸部とかどーんと津波が来たし多くの方が亡くなったわけですが，そういう人たちも含めた震災関連
死がどうかという比率を見ると仙台市が５倍くらい多い。４倍から５倍くらいなんです。なんでこんなふ
うになったのか。思ったのは，被災当時，仙台市の名だたる病院がやっぱり震災のために機能不全に陥っ
たのですね。福祉施設も同様です。一応，緊急避難的な施設と指定はしてたんですけど，結果的に受け入
れることができなかったという中で，仙台市はそれなりの医療機能，福祉機能を持ちながら，それが機能
してなかった。都市部のいわば弱点がつかれたのかなっていう気がしています。それはあくまでも推定で
すから，もうちょっと分析が必要かとは思いますが，反面，大都市ではない地方都市というのは，それな
りに地域ネットワークというのがあって，それこそ地域のつながりの中で被災者もお互いにカバーし合う
ようなことがあるのかどうか。それは推定です。先走ってあまり言い過ぎないようにしないといけません
が。 

ToMMoの調査に見る被害度合いと健康指標の関連 

依然として続く被災の影響（第二次調査） 
－心理的苦痛，平均歩数，骨密度は過酷被害度合いと相関 

　それから，東北メディカル・メガバンクもですね。一応，先ほど言ったようにデータを取ってます。東
北メディカル・メガバンクでは2014年に一回，ペースライン調査という地域住民の検診と，あるいは７つ
の健診センターにそれぞれ来ていただいた地域住民のですね。データと健康状況アンケートをとってやっ
ているんです。そのデータについて分析をしてまして，４年後の2018年にやった第二次調査との比較をし
ているのです。比較したら，やはり４年後に影響が少し少なくなっている。やはりそれなりのリカバーは
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してるんだなということを彼らなりに分析は
していました。ちょっと今日は詳細なデータ
はここでは出すことできません。これはプレ
スデータとして，彼らも公表したものです。 

家屋被害が大きいと見えにくくなる軽
度身体的外傷と心理的苦痛の相関
（七ヶ浜調査） 

　それから七ヶ浜の健康プロジェクトのこれ
も震災から１年の町民3844人，戸別訪問で
メガバンクとしてやったんですね。これでみ
るとですね。軽度身体的外傷と心理的苦痛指
標に関連が見られた。ただし，「半壊以下で
はその相関は明らかだが，大規模半壊以上で
は相関がはっきりしなかった」。どういうこ
とかというと，住宅の損傷が大したことない
人たちは，その震災で怪我したり身体的な外
傷を負ったことと苦痛はパラレルだったけど
も，大規模半壊では相関ははっきりしなかっ
た。じゃあ何故かって言う考察までは，彼ら

はしてないんです。もしかしたらやはりこの半壊以下では充分な公的支援がない中で非常に苦痛な思いを
しているけれども，大規模半壊はそれなりに災害公営住宅などがあって住まいが保障される中で，公的な
支援との関係があるんじゃないか。これはこちらの，私の勝手な推測です。メガバンク側がそうした推測
をしたのじゃなくて，あくまでもそういう相関であった。 

メタボ指標，心理的苦痛と震災被害（住民コホート調査報告） 

　それからその住民コホート63,000人の報告をしています。この中で震災被害の程度とメタボ，メタボと
肥満ですね。関連があった。そして被災の激しかった沿岸部は内陸部に比べて心理的苦痛，抑うつ，不
眠，PTSD，そういったものが相対的に多かった。オッズ比というのは相対的に多いということです。い
うふうなことがデータとして出ています。これはあくまでも被災地全体の内陸部と沿岸部を比べたという
ことです。 

住環境と子どものアトピー－宮城県子ども健康調査 

　それからあと，宮城県の子ども健康調査もやっています。これもですね，28市町村４年間17,000人，
結構な数の調査です。この中でですね，住環境によって子どものアトピーとか，やっぱり所見がある。た
だ，それはだんだん減ってきていると言っていました。後でちょっと出てきますけれども，特に子供のそ
の湿疹とかアトピーは借り上げ仮設よりは災害公営の方が発症率が高い，やはり住環境があまりよろしく
ないということは出ている。 

『公衆衛生情報みやぎ』誌掲載のコホート調査結果 
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　詳細は省きますが，『公衆衛生情報みやぎ』誌にも，いくつかToMMoのコホート調査の結果が紹介さ
れています。東北メディカル・メガバンクも，この時点で公衆衛生的な視点で被災者の分析をしていると
いうことです。掲載誌の情報だけ示します。 

ToMMoのデータから在宅被災者を抜き出す方法 

　次に，メガバンクのデータを利用して在
宅被災者をどうやって抽出したらいいかと
言うことです。 

　在宅被災者を抜き出す方法は，上部に赤
字で書かれている選択肢のデータから見え
るんじゃないかということです。この会場
にいる方たちにだけお示しできますけれど
も，メガバンクが協力してくれた方に配る
調査票です。20ページあります。結構な量
です。全部書くのに，１時間以上かかる。
相当のボリュームです。でもやっぱり協力
して書いてくれるんですね。その中の項目
に，もちろん食生活や病気やら，おじいさ
んおばあさんがどうだとかっていう細かい
項目も全部あるんです。それは目的が遺伝
子ですからね。けれども，生活に関わる
データもそれなりにきちっと採られてい
る。 

　例えばこの「住まい」についてですね。
項目の最初の方に，小さい字で，「お住ま
いの自宅の被災状況」。選択肢はaからf。
まず，「全壊」から「大規模半壊」，「半
壊」，「一部損壊」，「損害なし」，ある
いは，「住んでいない」。それから次の項

目に，「現在のお住まい」は，「プレハブ仮設」，「借り上げ仮設」，「賃貸住宅」，「家族・知人・親
戚宅」，「損壊した場所に家屋新築」，「新たな場所に家屋新築」，そしてこの時点でまだ災害公営住宅
は建ってる時点でないので，gとして「震災前から家屋にそのまま居住」というのが選択肢にある。という
ことはですね，このgの項目は，被災前からの家屋にそのまま住んでいる。もちろん損壊なしでもそのまま
住んでる人がいるんですけども，結局，その人たちの中からグルーピングできる。「大規模半壊」「半

壊」とかですね。そういう在宅被災者をマスとして ここから抜き出せるんじゃないかということで，ぜひ

使いたいんだということを申し入れしたということです。その他にも，もちろん仕事についても書いてあ
るし，家族の状況についても書いてあるし，あと病気のことも書いてあるということで，それなりの，決
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して十分とはいえないけども，調査内容は被災者の生活状況と健康状態を把握する上では利用価値のある
ものが含まれているということなんですね。 

第二次ベースラン調査で加わった収入に関する項目 

　そして特に2018年の二回目のベースライン
調査ですね。2014年からさらに加わったんで
すが，加えられたのがこれです。よくメガバ
ンクは加えたなと思ったんですけども，２
ページのところに，世帯収入が加わっている
のです。これね，モロに我々聞いても誰も教
えてくれないんですけれどね。さすがやっぱ
り大学という権威のもとで調査をやると，こ
ういう項目が挙げられるんですね。「あなた

の世帯の年間収入を教えてください（１つに○を付けてください）。」これはすごいデータで，これはま
だ結果出てないんですけども，これと生活とかね，健康状況とかですね。非常に貴重なデータではないか
とこれ期待しているんですが，まだ2018年のデータはこれから今解析中なようですと言うことなんです
ね。 

【補足】ToMMoの発表データで注目すべきもの 
宮城県子ども長期健康調査結果に関するプレスリリース 

　それから去年の６月にメガバンク側が出し
た報告がここに載ってます。地域子ども長期
状況調査をもとにした論文も発表されていま
す。先ほど言ったようにプレハブ仮設と借り
上げ仮設比べてみると，プレハブの方が子供
の健康状況はよろしくないというふうなデー
タとして出てる。ここだけの話なんですけ
ど，そういうデータせっかく出しているの
に，じゃ，「もっと住環境を良くしろと大学
がちゃんと県とか国に対してご意見を言うこ

ともないんですか。」と聞いたら，「いや，そこまでは」と。本当はそういう政策提言までして初めて学
問というのは役に立つということだと思うのですが。まだ分析のところで止まっています。 

　あと，他のですね，メディカル・メガバンク側が提出したデータで面白いというのを，いくつか拾い上
げたグラフをここで紹介しておきます。 

ベースライン調査と第二次調査比較 

家屋被害と心理的苦痛 
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 これはですね。図表とデータを見てもらえばわかるんですけれども，ベースラインと二次調査というの
は，ベースラインというのは2014年のデータ，その後2018年にフォローアップで二次調査をやったとこ
ろで，心理的苦痛を表す指標は，家屋被害が，大きい，小さい，無しで比較すると，やはり家屋被害との
関係があります。当然と言えば当然なんですけど，そういうデータがあります。それが二次調査時点では
心理的苦痛をもつ人の割合は減っているが，やはり，家屋被害との相関はあって，引き続き支援がいると
いうことです。 

家屋被害と運動量 

　それから二番目はですね。運動の程度ですね。よく被災者が運動不足でメタボリックになったり，糖尿
病が悪化したり，高脂血症が悪化したりというのがよくあるんですけれども，そういった家屋被災との程
度を調べたんですね。これは，平均歩数。万歩計を付けてもらってやったんですね。そうして調べると家
屋被害がやはりある人は非常に運動量が少ない。そういう状況もある。これも当然と言えば当然。施設の
中で閉じこもっている中でなかなか十分な運動ができないということがある。 

家屋損壊度と骨密度 

　それから，骨密度。これはやっぱり明らかに骨密度の変化です。 運動不足の中で，全壊，半壊とか，そ

ういう家屋損壊がひどい人ほど骨量低下が激しい。まあ，そういうデータが出てまして，被災者というの
は生活環境が厳しい中に置かれる中で，健康面でもいろんな影響が出てきてるっていうことがメディカ
ル・メガバンクのデータからでも見えて来ているということです。 

被災者健康調査について 22

10

㏣ຍ㈨ᩱ䠄2䠅 ᐙᒇ⿕ᐖ䛸ᚰ⌮ⓗⱞ③

11

㏣ຍ㈨ᩱ䠄3䠅 ᐙᒇ⿕ᐖ䛸㐠ື㔞



10年検証ブレスト　第18回 2020年12月26日

家屋損壊度と妊婦・新生児の状態 

　それから妊婦さんの調査もあります。これは三世代コホートで妊婦さんの関係のデータを見たもので
す。やはり被災の程度が強い人ほど，喫煙が多い。ただ，震災前が喫煙とかがどうだったのかというのが
わからないですけれども，いずれにしても，断面調査では被災の程度が強いほど喫煙が多かったと，そう

いうデータもある。 当然喫煙が多いと子どの低出生時体重児も多くなります。そういうデータがありま

す。 

　以上がメガバンク側に提出した資料です。そしてメガバンク側としても，こういう資料でそのデータを
使って，疫学的な分析をする。在宅被災者にスポットを当ててやりたいいのですという，そういう話をし
ました。 

［司会：遠州］この辺で一旦若干休憩をしたいと思うのですが。それで休憩に入る前に，福島かずえさんがオン
ラインで参加をされていて，チャットで二件ほど書いて下さっています。仙台市の災害関連死が高く出てると言う
ことについてのデータについてのコメントなんですけれども，仙台市は政令指定都市なので，審査会が独立してる
んですけれども，その他の自治体は，宮城県の審査会が審査をするということででしょうか。違うのかな？ 
［福島］調べたらそれぞれ設置されてました。もっと，小さいところは県に任せたかもしれないけど，ただそれ
ぞれの審査会でちょっと特徴があるかもしれないなと思いました。 
（水戸部）ご指摘の通りで，判定基準が全国統一ではない。それぞれの判定委員会，自治体の判定の中で，災害
関連死かどうかの認定して行くというプロセスがあるので，だから自治体ごとに比べても，なかなかその差がど
ういう意味か，判定基準によるのか何か他の要因があるのかってのは私は今の時点では何とも言えないと思って
います。ただずいぶん差がありすぎるなと。仙台市がそんなに認定が緩いんだろうかって思うんですけども。認
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定がゆるいからこんなに，それとも認定がきついの
かな？ 

［遠州］仙台市の場合には認定がゆるいのですね。
拾い上げているということですね。
（水戸部）あるいはそのゲートが厳しく，石巻とか
気仙沼は厳しかったのか，その辺はちょっと，その
実態はわからない。それは是非，かずえさんの方で
も調べていただきたいと思うんですけれども。ただ

ずいぶん差があったというのは事実ですけれども。 
［遠州］それから二点目。仙台市，気仙沼市，石巻市はそれぞれ災害弔慰金支給審査会が設置されているので，
審査数と判定数なども調べてみるといいなと思いましたということなんですが，その辺，福島さん追加でなんか
ありますか？
［福島］いわゆる長岡基準と言われているものですが，３月中に亡くなっていれば，申請すれば間違いなく認定
するけど，だんだん日々が過ぎていくと無理だみたいなのを長岡市が独自に中越沖地震の時に作ったんですけ
ど，それが一人歩きしていってるというのが指摘されていて，特に宮城県の審査会も，仙台市の審査会も，ほぼ
それに従っているような状況までは私は確認したんですけれども，やっぱり関連死の判定のあり方というのが，
統一されてないことでいいのか悪いのかっていうのがありますけれども。それから申請しないと関連死にもなら
ないということなので，特定の遺族，しかも縦線の遺族じゃないと申請できないという問題点も関連死にあるな
というふうに思っています。みんなが死んじゃうと誰も申請できないということで，関連死にもならないという
問題もあるなということを関連死については思っていました。以上です。 
（水戸部）私も，当時全国民医連から医療支援に入ったのですね。その時に最初に民医連会長が言ったのは，少
しでも震災との関係，病状悪化とか死亡が関係があった時には医療者側がそういったことを，ちゃんと家族とか
に伝えて，そしてそういう権利があるんだよってことをちゃんと伝えないと関連死として認められないんだよって
話があって，それで，われわれは積極的にそれをやったんです。申請制なんですね。亡くなった人の親族が関連死
だねと思って申請しない限り上がってこないという問題があるので，それぞれの仙台市，あるいは石巻，気仙沼
も扱った医療機関とかがどんなスタンスで遺族と関わったのか，そのあたりも，大きく関わってくるんじゃない
かと思っています。なかなかそこは難しいところがあって。ただ，数としてこういう差があったということです。 

［司会］はい，ありがとうございます。そうしたらこれから7分間休憩をして，２時40分に再開して後半
に入りたいと思いますので，ちょっと休憩させていただきます。 

コホートデータの分譲申請に際しての研究計画書 
（水戸部）また続けます。あとは在宅被災者について，メガバンクのデータを使いたいということで，研
究計画書を提出したので，それをちょっと紹介します。

　これが研究計画書です。提出した正式な書類です。一応，向こうの審査機関は通って，あとはどうやっ
てセキュリティを守りながら進めるのか，かなりセキュリティ厳しいですからね。漏らした大変なことに
なるので，規定を守りながら分譲を受けてやる。分譲は向こうとの話し合いでは，DVDで，ちゃんと他の
人がアクセスできないかという権利を確保して，そういう形であればDVDで分譲しますという答えをいた
だいています。いずれにしても，私が責任者になってやりました。 

　（データの管理や研究実施は，）ちゃんとした病院の仕組みのなかでできないとダメなんで，坂病院の
院長も代表者になる。あと病院の倫理審査委員会も通したんです。人を対象する医学系研究に関する倫理
規定を踏襲しているということです。 
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　研究責任者は，私が責任者で，事務方が県連の熊谷さん，そして医者はですね。坂病院の村口医師，こ
れは県民センター世話人の一人です。それから泉病院の室谷先生。この方は女性で，疫学をこれから勉強
したいという若手です。非常に心強いですね。まあ我々は村口先生も含め高齢ですのでいつどうなるかわ
からないんですけど，室谷先生とか矢崎先生とか，あるいは菅野さんという，これは若い研修医です。こ
ういう先生方がこのデータを使ってその被災者の状況を解き明かすという，そういうアプローチの仕方に
入っていただけるというのは，非常に心強い限りでした。 

　それから，坂病院の堀井先生，この方はですね。もう東北大学で知らない人はいないぐらいの基礎医学
の権威です。まあ，ちょっと体調崩した関係で，坂病院の嘱託の先生になっていただいてるんですけど
も，そういう先生が入っていただいて，こんなグループで，２ヶ月に一度ずつプロジェクトをやってい
る。 

　そして具体的な計画は，ここに書いてますけども，震災後10年を迎えようとしているということ，もう
少し学術的疫学的視点から教訓を伝えていくっていう事が必要でないかということ。そして宮城県は，一
応公的支援の対象となっている仮設，プレハブと借り上げ，それから災害公営住宅のデータは出してはい
る。だけども問題になってる「在宅被災者」については充分なアプローチもされないし，自治体も充分把
握しきれていない。一つのエアポケットみたいな状態にあるが，そこにアプローチしたいんだということ
を書きました。 
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　時間の関係で，この辺は見ていただければいいんですけれど，どんな手法でやるかって言うとですね，
ちょっと書きましたので，メンバーも，こういうメンバーでやります。また，対象者はこういう方達です
と言うことで，まあ，フローチャートが一番わかりやすいと思います。 

　ここですね。宮城県200万人。概略ですね。それで宮城県のコホート参加者，協力してくれた人が
52,000人ですね。その時で，もちろん同意してくれた人で，なおかつ震災時にこの地域にいるという，つ
まり震災時に被災地にいるということを条件にして，そしてそこから，在宅被災者を抜き出して行くとい
うプロセスに入るということです。それで解析対象者は「転居なし」。 つまり被災地にいて，そのまま住
んでる人たち，「転居あり」ということはもともと住んでいた場所ではなくて，別の場所で住んでいると
言う人たちで，これは家屋を失って，プレハブ仮設とか，借り上げ仮設とか，あるいは自分で再建した人
もいるでしょうし，そういう人たちから抜き出す。転居してなくて在宅被災があるという方は，これを在
宅被災者というふうに区分けしよう。「在宅被災者群」としようと言うことです。そして「転居なし」，
我が家も瓦が落ちたぐらいで済んだのですけども，まあ軽度のほとんど損傷のないようなところにそのま
ま住み続けていた人たちは「家屋健全群」ということで，しかも在宅被災者で，でも被災の程度は色々で
すね。ほとんど全壊に近い人もいれば，大規模半壊，半壊，一部損壊ですね。それぞれの住宅損傷のレベ
ルはあるだろう。こういった在宅被災者群の各群間のサブグループと，被災をまったく受けなかった，ほ
とんど損傷受けなかった人たちをいわば一つのコントロール群として比較してみる。それから，仮設とか
ですね，再建した人たちも参考の群として検討して，在宅被災者という人が，どんな規模でどのぐらいの
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被災を受けてどんな生活状況になったかっていうのをメガバンクのデータを使って解析したいと言う形で
申請をしました。 

　これはまだ申請したところですので，具体的にどうなるかと言うのはまだ分かりません。先ほど述べた
ように，いろいろ統計的手法を使ってやるのですけども，そういう手法を使いながら分析してみようとい
うのが，今回のプロジェクトです。そして，２年がかりぐらいでやろうと思っています。すぐには出てこ
ないので，２年がかりぐらい，いろいろ問題意識を持ちながら仮説を立てる，作業仮説，それは，例えば
在宅被災者の中でも全壊と半壊と，あるいはほとんど軽微な人たちとこんな形でこういうデータに差が出
るんじゃないかとか，そういう仮説を立てて比較検討していくと言うことです。そういう作業をやってい
くことになります。その結論が出るのは，多分，１年か２年ぐらい経ってからになると思いますけれど
も，そういう形でこの分析を，プロジェクトとしてスタートしようというふうに考えて，ようやく一応，
分譲委員会の審査を通ったと言う形です。

　これは「期待される成果」「倫理審査経過」「セキュリティー対策」「業績リスト」ですが，参考資料
としてご覧になっていただきたいと言うふうに思います。今日の報告は，そういうものでやろうとしてい
るということです。しかも一応メガバンク側もその趣旨は理解していただいて，分譲の許可は基本的には
下りたという形になります。ただし，レジメに書かれていますけども，データ分譲は申請して通過したん
ですけれども，来年からデータ分譲を受けて分析を始める予定ですけど，結果がどう出るか分かりませ
ん。 
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ToMMoによる既存研究を踏まえた作業仮説 

　ただ，私の仮説は，在宅被災者の中で，特に損傷がひどくて厳しい生活をしている人たちが，多分何人
かいるんだろう，その人たちの方が，もっと深刻な事態に出てくるのではないか，というふうな一つの作
業仮説を持っています。作業仮説をなぜ持っているかというとですね。一つは東北メディカル・メガバン
クの学習会をこないだやったのです。その結果でですね，これは印刷してはまた駄目ですって言われて
る。これは，疫学調査をしているメディカル・メガバンク側の11月14日の報告プレゼンですが，これは資
料として配っていません。まだ正式に公表をしていないので，印刷しないでくださいと言われているもの
です。前半は，どんな形でメガバンクがコホート調査をやっているかという，検診会場とか，この７会場
（北から順に，気仙沼，大崎，石巻，多賀城，仙台，岩沼，白石）で，住民のリクルートしながらやって
いるということ。また，検診協力してくれた人や検診会場の細かいところなども資料に入っています。 

　それで後半にデータが出てきます。 

　例えば，心的ストレスと家屋被災の程度とかも，こんな形で出ています。これは運動状態です＊１。これ
は前にも見たデータです。ここがちょっと気になったんですね。この高脂血症とか腹囲とかこういう状況
なんですけれども，メタボ症候群の中でも，一般的にはね，全壊，大規模半壊とリニアに下がってくるは
ずだと思います。より損壊がひどい人はそうなるだろうと思ったのがですね。（ところが，メタボの構成
要素をそれぞれ見ていくと）全壊よりも，大規模半壊のところで，ちょっと上がってきてるんですね＊２。
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つまり，これ，もしかしたら，大規模半壊だけどそのまま住み続けた人たちが，なんか影響してるんじゃ
ないでしょうか？ 全壊，大規模半壊のところがこう上がってきますね。これはもしかしたら，何か意味あ
るデータなんだろうかという話をしたんですが，まあまだそれは分かりませんと言われまして。これもそ
うなんですね。女性の場合もそうなんですけれども，高脂血症とかも大規模半壊がちょっと目立つと言う
のが出てました＊３。 

＊１【平均歩数と家屋損壊度合】 
男性：半壊・一部損壊＞被害なし・被災地外居住＞全壊・大規模半壊 
女性：半壊・一部損壊≈被害なし・被災地外居住＞全壊・大規模半壊 
いずれも，不明・未回答を除く。 

＊２【メタボリック症候群・同コンポーネントと家屋損壊度合（男性）】 
メタボリック症候群（該当者割合）：全壊＞大規模半壊≫半壊＞一部損壊 
高血糖（同）：大規模損壊≫全壊≫一部損壊＞半壊 
高脂質（同）：大規模半壊≫全壊＝半壊＞一部損壊 
高血圧（同）：全壊＞大規模半壊≫一部損壊＞半壊 
腹囲基準値以上（同）：大規模半壊＞全壊＞半壊＞一部損壊 

＊３【メタボリック症候群・同コンポーネントと家屋損壊度合（女性）】 
メタボリック症候群（該当者割合）：大規模半壊≫半壊≈全壊＞一部損壊 
高血糖（同）：大規模半壊≫半壊≈全壊＞一部損壊 
高脂質（同）：大規模半壊≫半壊≈全壊＞一部損壊 
高血圧（同）：半壊≈全壊＞一部損壊≈大規模半壊 
腹囲基準値以上（同）：大規模半壊≫全壊≈一部損壊≈半壊 

 と言うことで，気になるデータがいくつかあったんですけども，そういうものも含めて，もしかしたら在
宅被災者と，もっといろんな意味で問題を抱えた健康上の問題とが，コホートデータからそこを抜き出す
ことによって見えてくるんじゃないかっていう。これは，あくまでも作業仮説です。そういう中で，やっ
ぱり在宅被災者に対してもっと補償とかも含めた対応をやらなくちゃいけないと言うような政策提言がで
きないかなというような思いでやろうかということになっています。 

県による被災者健康調査中止の問題点 
　それで最後に，県の健康調査中止の問題点について触れたいと思います。県は10年以降はやらないって
言っているのですけども，やっぱりこういう色んな問題抱えてるわけで，しかも先ほど話したように災害
公営住宅に住んだ人達っていうのは最も災害弱者ですからね。高齢でなおかつ独居で仕事もなくて厳しい
という，資産も厳しい中で，そういう人たちが県の視野から，各自治体にまかせていると言っても，視野
から離れていくわけで，これはどうしても問題ではないか。10年で被災者は，災害を卒業するわけではな
い。引き続き困難を抱えている。そのフォローは自治体任せでなくて県がイニシアをとるべきで，むしろ
10年という節目の中で，結果的には全部で20万ぐらいですかね？被災者，自宅を損傷を受けた人たち，
そういう人たちの実態調査をちゃんと行うべきじゃないか。むしろこれからが大切なのではないか。これ
は嶋田先生なんかも，これを契機にちゃんと被災者の実態調査をやるべきじゃないかと主張しているわけ
ですけれども，そういうのが一つあります。 

　それで一応問題点を３点ほど上げておきました。 

困難を極める災害公営住宅居住者調査の特段の重要性 
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　一つは何回も繰り返しますけれども，最も困難を抱えている災害公営住宅ですね。この人たちの生活と
健康状態は今も非常に大変な状況です。有病率も高いし高齢だし独居だしという状況の中で，介護問題も
発生してきている。ですからこれをですね。やっぱりきちんとフォローしていくことが大事じゃないか。 

自宅を再建できてもマイナスからのスタート 

　それからあと，一応，プレハブ仮設とか借り上げ仮設から卒業，卒業って言い方悪いんですけども，自
宅再建していた人たちも結果的にはマイナスからのスタートだったので，事業や生活は，このコロナの問
題も含めて，いろいろ困難抱えているわけで，この人たちの追跡調査はやっぱり必要ではないか。 

視野から漏れていた在宅被災者に光を当てる 

　それから従来，自治体の調査から外してしまってる在宅被災者について改めて状況把握を行うべきでは
ないかと言うことを，私も問題意識としてはもっていると言うことです。 

調査中止は，県自身が謳ってきた調査の意義・目的に背く行為 

　実は県の調査用紙，毎年やっている調査様式と報告書があるんですけど，報告書の目的をずっと読んで
みるとわかりますけども，県自身が調査の目的を示しています。これは平成27年の報告書で，最初の経緯
はですね，災害を受けた人が自治体をまたいで仙台に行ったりとか，バラバラなので県としては広域性・
効率性を考慮して，県が介入して調査をやるんだ，また，市町の負担を軽減する為ということを言ってい

ます。それはそれなりの合理性があった。また目的は健康状況として要フォロー者，つまり問題を抱えて
支援の必要な人たちを抜き出して，ちゃんと支援に結びつけるのだ。それから，「とともに」以下が大事
なんだけれども，施策展開の基礎資料とする。つまり今後の被災者に対してどういうふうな政策を展開す
るかということの基礎資料とするというように調査の目的を書いています。財源はだんだん細くなってき
てますけれども，交付金でやろうとしているということなんですが。その後もですね，最初はプレハブ仮
設の調査で，プレハブ仮設はやがてほとんど災害公営住宅に移った人が多くなりましたし，借り上げ仮設
からも移っているんですけども，この目的は基本的には変わりなく書いてました。それから，災害公営住
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宅に移った人たちの調査でも目的は同じです。彼らの最初のスタートから言うと，そのプレハブとか借り
上げに移った人たちが，市町を跨いだりしているわけで，そういう広域性があるから県が介入してやるっ
ていうことだったんですけども，結果的には災害公営住宅についても同じで，こういうちゃんとした目的
を書いています。応急仮設住宅等から災害公営住宅の入居に至ってさまざまな健康問題が発生することは
懸念されることから──実際にも発生しているわけですね。そこで，入居者の健康状態を把握し，要フォ
ロー者を必要な健康診断に結びつけるとともに施策展開の基礎資料とすることを目的として，平成27年度
から実施している。そして令和２年でやめちゃうっていう，そういう論理にはならないはずなんですね。 

　つまり，より深刻な健康状況が発生していることが懸念されるし，そしていろんな要支援者をちゃんと
抜き出しながら，そして施策展開の基礎資料とする。この意義が失われるわけでもなんでもないわけです
から，ここはちゃんと継続するというのが，やっぱり基本的な，その理由から見てもそうじゃないかと言
うのが私の考え方です。県の目的に書かれた通り，繰り返しになりますけれども，要フォロー者の把握に
必要な調査を止めて，じゃあどのようにして災害被災者の健康状況を把握し，あるいは， 施策展開をどう
いうふうにこれからやろうとするのかですね。完全に抜け落ちてしまうのでないかなと思わざるを得ませ
ん。自治体任せにすれば，結局自治体の姿勢に左右される。一所懸命な自治体とそうでもない自治体の差
も出てくるわけだし，その基準も明確になってくるわけですから，県としてイニシアをとって，きちんと
災害，そういう事態も含めた所に困難な人がいるという状況を把握しながら政策展開していくのが正しい
やり方でないかというのが，まあ私の主張ですね。大体そんなところが今回の，最初県が調査を中止する
ということから始まって，あと在宅被災者についてのメガバンクのデータを使いながら調査して行きたい
と言うことですね。私の問題意識をお話させていただきました。 

【質疑の概要】 
［司会・遠州］どうもありがとうございました。それではまずは会場においでくださった方から，質問，
あるいはご意見等があれば出していただきたいと思いますが。 

［嶋田］ちょっと教えていただきたいんですが，この転居なしというので，こういうふうに分けて，そし
て住宅被害があると言うのは通常の分け方ですよね。それで，あのメガバンクのデータにはこういうふう
に記載されているのでしょうか。 

（水戸部）項目があるのでそれに従っているわけです。 

［嶋田］項目があるわけですよね。そうしたとき，この全壊，転居無しで全壊っていう人は，これ自分で
家を建てたんですかね。 

（水戸部）全壊の基準っていうのはですね，まあむしろ建築家の方に答えていただけばいんですが，例え
ば，二階建てでね，一階がやられちゃって二階に住むとかね，それは全壊なんです。一応。 

［小川］家が無くなっていると言うことではないんです。 

［遠州］損害割合で計算して，被害額として50%以上が毀損していれば。全体の財産価値のですね，50%
以上が，金額で評価する場合には50%以上が損害を受けていれば全壊という判定になる。それだけではな
くて，例えば，家が傾いた時にですね，ちゃんと建っていても何度以上傾くと。７度かな。そのぐらいの
角度なんですけれども。傾くと，その傾いたことで全壊判定になります※。だから，全壊してるから，も
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うそこには人が立ち入れないとか住めないとかという状態になっているというわけではない。ちなみに私
の実家も判定は全壊なんですけれども，見た目にはほとんど何処に被害があったのかわかんないような。 

※ 1/10以上の傾斜で全壊と判定される。度数で言えば，約5.75度。 

（水戸部）じゃあ，住んでいるんですか。 

［遠州］もちろん，住んでいます。要するに今回の場合には，ものすごい数の住宅が損傷していますの
で，通常の形での罹災判定っていうのがなかなか難しいものですから，全国各地から応援の職員さんとか
が入られて，そういう方が調査されるっていうことをするんですけれども。それからもう一つはですね。
被災直後に罹災判定と別に応急危険度調査っていうのをするんです。これは損壊状態を見て危ないからも
うここに入ってはいけませんとかですね。いうようなことを調べるっていうことをやってまして，それは
各自治体ごとに建築士会さんだとかいうところに依頼をして，依頼を受けた建築士の人たちがワーって一
斉に回ってチェックしている。ここはもう入っちゃいかんとかっていうようなことをやっていくんですけ
れども，そういう形で危険度調査の判定をしたものが，罹災判定する時にこういう危険度調査の判定でし
たみたいなものを添付すると考慮されたりとかいうようなことがあったりするみたいなので，必ずしもき
ちんと基準通りに，全部の建物がチェックされて罹災判定がされているかっていうとそうとも限らない。
あの担当した人の裁量によって相当違ってくるっていうところはあったようです。東日本大震災に関して
言えば。 

（水戸部）判定に客観性があるかってなると，必ずしもそうとは言えない。ただ，一応，当事者は自分の
うちはどういう判定結果か分かっている。それを調査票に◯つけている。 

［遠州］それで特に大事なのは，その罹災判定で全壊か大規模半壊になるとですね。被災者生活再建支援
金の基礎支援金が申請さえすれば無条件で貰えるんですね。だから，そういう意味では自分のところに被
害があったっていうふうに思われた方は罹災判定して罹災証明出してくださいというように呼びかけがさ
れているので，相当の数が今回は申請されたと言うことになっていると思います。 

［嶋田］ちょっと，ついでで一言でいいんですけども，全壊の判定があった人で転居しなかったという人
が現在，住めるからというので住んでいる人と，そこの場所に支援を受けながら家を建てたという人も入
るんですか？ 

（水戸部）ただ，これはね，継続形ではなくて断面なんです。2014年段階。14年段階で，全壊で自宅再
建までいったという人はほとんどいない。だから多分，それはそのまま，そこに住み続けている人ってい
うのは，やはり再建しているというのは，あの時点ではまだちょっと難しいだろうと，一応そういう判断
なんです。 

［遠州］第二次調査のデータについては……。 

（水戸部）それを比較するとわかってくる。第二次調査が2018年。そうすると，その人たちがどうなった
かというのはわかってくる。 

［遠州］第二次調査のときの選択肢の中には，自宅を新築とか修復とかとは入ってるんですか。 

（水戸部）それがねメガバンクは，そういうところ，あんまり関心がないですからね。せっかくあの所得
は入ったんですけどね。そうなんです。勿体無い。もしかしたらまあ，ちょっとその辺に所はうまく方法
無いかどうかね※。 
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※ この報告書20ページに掲載の調査票の抜粋によれば，「○ 現在のお住まいについて（一つ）」という問いの
選択肢に，「e 震災で損壊した場所に家屋再建」「f 新たな場所に家屋新築」「g 震災前からの家屋にそのま
ま居住」の選択肢がある。一方，「○ 震災時にお住いのご自宅の被災状況について（一つ）」という問いと
組み合わせることで，被災した住宅に建て替えることなく居住している人がいることは判断できる。しか
し，多くは何らかの修復をしているはずなので，在宅被災者を特定するには，住宅の補修の有無と，その完
了の有無を把握する必要があると考えられる。2022年の第３次調査で，その調査項目が追加されることが重
要であろう。 

［遠州］本当は借金がも入ってると一番いいんだけど。 

（水戸部）収入が入っただけでもすごい※。 

※ 第３次調査で，生活上の不安要因の質問の中に，「住宅ローン等の債務返済が重荷」というような選択肢を
加えることや，「住宅ローン等の債務返済は負担ですか」という質問を入れ，「a 大いに負担，b やや負
担， c 少し負担， d 負担ではない，e 債務はない」と負担度合いを聞くという方法も考えられる。 

［中嶋］県の職員が参画していれば，もっとこう政策にフォーカスしたいい調査になったんじゃないか
な。おまかせだったものね。 

（水戸部）そうです。完全にもうメガバンクがわのそういう疫学調査の人たちで，本当にね，我々から見
ても食事なんて言うのはべらぼうに厳しいんですよ。あの食生活，毎日野菜どのくらい食べているとか，
もう細かい。だからそういう興味のあるところはグッと深くなっている。ちょっと関心の薄い生活とか
ね，収入とか社会的要因については，必ずしも。 

［中嶋］そこを感じるのですね。自然科学的要因の調査の方にちょっと偏向していて，実際には生活支援
とか政策とかね，経済状況とか生業とか，社会生活の側面と結びつけた調査になっていれば，もっと使用
価値ついたんじゃないかと思うんですけどね。もったいなかったですね。 

［嶋田］先生，でも追跡やるんでしょう。これから。 

（水戸部）追跡も，だから，一応2018年までやって，今度４年後だから2022年にやるわけです。ただ，
それがどういう規模で，どういうふうにやるのか。予算との関係があるかもしれない。ただ，10年されに
続けるとは言ってるんです。 

［中嶋］さらに４年後の調査やる時に，こういうの加えてくれと。水戸部先生たちが検討してね，こうい
う項目が紐付けされていれば，もっと意味のあるデータになったんじゃないかっていう提案ができそうで
すね。 

（水戸部）それを目指したいなと思っていました。もっとこう言うデータ欲しいです。 

［中嶋］そうですね。せっかく続けるならね。 

［小川］我々が要求するだけではなくて，ToMMoに参加する中で，もちろん全面的ではないけれども，
我々の主張というのを盛り込ませて，調査させるという取り組みとしても位置付くということですね。  

（水戸部）彼らはその門戸は閉じてないし，収入が入ったというのもそういうことだしね。それから社会
的要因をもう少し調査しようとかね。やっぱり単にゲノムだけではなくて生活とかね，そういう被災地の
実態に即した被災者の状況を把握したいというふうな問題意識をこちらの方からこうだしていけば，項目
はそういうところに増えていく可能性はある。それは課題だと思います。 
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［小川］この計画書自体は，実質的には通ったということですね。 

（水戸部）まあ第一回目の分譲委員会というのがあって，そこは通った。 

［小川］まだ，公表の段階ではない？  

（水戸部）通れば公表されると思います。もう一回確認します。 

［小川］というには，（2021年）１月の24日に災害ケースマネジメントの構想会議があるのですね。そ
の時に……， 

（水戸部）計画書そのものオープンしているかどうか電話して確認して。何も隠さなければならないこと
は書いてないし。 

［小川］だからそれがオッケーであれば，あの今こういうことで，宮城県の医療関係のところで調査の計
画が進んでいることを， 

（水戸部）そこから問題点を引き出して，やっぱり個別事例と疫学的な事例と，疫学というのは，それな
りに根拠になりますからね。個別事例は，「あんただけ困ってんじゃないの」となるかもしれませんが，
「集団として困ってるんです」っていうところが明らかになる。 

［遠州］福島さんからね。チャットに，リアルで参加している人たちの議論がよくわからないって。聞こ
えないのかな？ 

［福島］福島ですけど，聞こえないというよりも，誰が何を喋ってるのかがよくわからないので，発言す
る人が自分誰誰と言ってもらえるといいなって思ってます。 

　一つ私から水戸部先生に質問があるんですけど。先生の資料の中で，住宅被害，住家被害のところで，
全壊と半壊と一部損壊という部分と，それから全壊，大規模半壊，半壊，一部損壊となっているところが
あって。おそらくメディカル・メガバンクでは，被災者の人に直接，お宅の罹災判定はなんですかと聞い
てるから，大規模半壊というのが出てきてるんだと思うんですけど，（県の調査による健康状態の図表な
どで）大規模半壊が出てこない住宅被害については，実は罹災判定とは別の資料です。そういう言い方す
ると分からないかもしれないのですけれど，県が把握してるのは，東日本大震災の市町村の罹災判定の
トータルは手のひらに未だに乗ってない状態なんですよ。県が発表しているのは住家被害で，住家被害と
罹災判定は，ちょっと別のものなんです※。 

※ この議論に関する正確な内容は，本報告書13ページの注記を参照のこと。 

［遠州］住家被害と言うのは消防庁経由で調べているものなんです。 

［福島］そう。だからそれは県が消防庁に上げるために市町村に紹介してその数字は持っているし，今も
それは県のホームページに東日本大震災の人的被害と住家被害というのに出てくるのはそれなんですけれ
ども。市町村が，さっき遠州さんが言ったように，何パーセント壊れてるから，全壊だとか，大規模半壊
とか，半壊とか，一部損壊という罹災判定（を行うのですが，そ）のデータは，県は，東日本大震災では
トータルとして持っていませんから，いまだに。と言うか持たないっていうか，知らなかったわけで，あ
の台風，去年の台風19号からそれではいけないということで発表するようにはなったんですけど，それだ
けあの住宅被害に対して，被災者の被害に対して宮城県は冷淡です。というか関心持ってなかったです。
国からまとめろと言われていないものについてはまとめてなかったということが，実は私たち県議団も最
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近，これとこれデータ違うんじゃないってことで，あ，そうなんだってことでわかったことなんですけ
ど。だから水戸部先生の資料でも大規模半壊というのが出てこないところもあるでしょう。 

（水戸部）あります。これ県の資料ですから。 

［福島］そうそう。だから，県は東日本大震災の罹災判定の市町村のトータルの資料は持ってないんで
す。それで出してもらってというふうに言ったんだけれども，結局時間が過ぎちゃってますから，今は全
部は手のひらに乗りませんみたいな報告しかされてないのが実情です。しかも住家被害は一部破損という
表現になってますので，ちょっと気をつけてみていただければなと言うことを。 

［遠州］消防庁の言い方は「破損」なんです。 

［小川］（ToMMoの）調査票の表現は，多分，消防庁の関係ではなくてね，罹災証明でどうでしたかと
いうことでしょうから。そういう前提でやれば特に問題はないということだと思います。 

（水戸部）じゃあ，基本的には，メガバンク側の分類のところでやれば問題がないということですね。は
い，わかりました。損壊の程度を把握していくということで，わかりました。 

［遠州］はい，ありがとうございます。小川さん何か。この間県の方と県民センターとして申し入れをし
たことについて，なんか補足的な発言がありますでしょうか。 

［小川］この前，県の役人とやりとりをして，先ほど言いましたように，あの何度もこの場で出ているよ
うに県はやる気がないと言うことで，まあ理由としてはね。とにかく市町村が独自にやるところや，もう
必要性がないというふうに言ってる市町村が多いので，県がトータルでやる，そういう必然性というもの
についてはだんだんなくなってきたんですと言うのが理由なんですね。今日は水戸部先生の一番最初に記
載されている問題意識が，県民センターの世話人の水戸部先生ですから，そうなるのは当たり前なのかも
しれないですけれども，ピタリ同じ主張点。だから，まさに今10年経ったけれども，10年経った時点で
ちゃんとやるべきだと。県は先ほど言いましたように，交渉の中で答えたので，まあ実際，先ほど来の議
論の中にもありましたけども，被災者支援総合交付金の措置としてね。こういう調査に関する予算が来年
度予算で削られているということをなっているのかどうか，それを確かめるっていうことが一方で必要だ
ろうということで，それを確かめつつ，多分削られている可能性が高いので，その時は県費でもやらせる
ことができるわけですよね。僅か2000万円ぐらいでできると言うことですから。 

　宮城県が機構改革をやって，新しい部ができるんだそうですよ。福島さんから正式な名前を言ってもら
えればいいんですけども。その部ができたときにいろんな機能，復興管理の機能だとか，原発関連の機能
だとか，危機管理関係の機能が全部集められるらしいんですね。だから，その部ができた時に，県民セン
ターとして懇談をするっていうか，まさにこの調査を巡ってね。申し入れをしてやっぱりこういう必要性
あるんじゃないのっていうことについてやったらどうかと。その時には災害ケースマネジメントのことも
含めて懇談するっていうそんな組み立てでどうですかねっていうようなことを，つい先だって，県との懇
談を仲介してくださる県議会議員のみなさんと打ち合わせをしたところです。だから，今後ちょっとどう
いうふうに事態が進展するのがはっきり分からないとこありますけど，今言ったような形で来年の春以
降，もう一度座敷を改めて要求をしてやると言うふうな動きになると思います。 
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［遠州］県の方で言っているのは，要援護者の具体的な健康をサポートに，つまり支援にどう結びつける
かっていうことを基本としてやって来ましたっていうことをいういうんですね。後ろの施策展開のための
基礎資料にすると言うところがなくなってるんです。 

（水戸部）いや，書いてあるんですよ。 

［遠州］書いてあるんですけど，今答える県の担当者の意識の中には，それがなくなってしまっているん
です。それで，要支援に結びつけるという点で考えると，各自治体ごとに要支援者の把握も進み，具体的
に訪問もして，どういう対応するかっていうことが概ね定まってきていて，その必要性が薄れてきている
から，自治体に任せていいという言い方なんです。県は，それに対してもう介入する必要がない。それか
らどうしても必要だと思う所は自分たちで独自にやると言ってるので，石巻とか仙台なんですけど，それ
はまあ独自にやっていただいたらいいですと。実際のお力もあるようですからという感じなんですけど
ね。県がわざわざ口出しするような話ではないですと。 

　それからもう一つ言っているのはですね。調査以外にも，サポートセンターを作って，支援員を配置し
たりとかいろいろやってきていて，そういう事業もあって，被災者の状態の把握っていうのは別にその健
康調査だけでやってるわけではなくて，そういうのを総合してやっているし，それを全部やめるというふ
うに言ってるわけではないので，県としては何もやらないわけではありませんと言うことを，あの一所懸
命おっしゃっていると言う状況になってる。それで私たちとしては，水戸部先生の資料，あるいは，その
時に神倉さんが県民センターの所長としての立場で参加されていたんですけれども，この間のToMMoの講
演会で話された内容についても紹介をしながら，そもそも災害公営住宅にお住まいの方たちで非常に気に
なる健康状態の問題が明らかになっていると言う中でね，むしろこれから高齢化が進むということになっ
ていけば，ますますそういうことの必要性は高まってくるはずだから，県としてイニシアチブを発揮し
て，是非，全県的な調査に取り組む必要があるんじゃないかということは申し上げたということです。た
だし，その場では，じゃあやりますとかやりませんとかっていう答えがあったわけではなくて，お話は承
りましたということで終わっています。 

（水戸部）県議会では福島さんが取り上げた。 

［遠州］はい，そうですね。福島さん，県議会での議論の状態ってどんな感じなのか，ちょっとご紹介い
ただけますか？ 

［福島］はい，10月中旬の9月議会の最後の方で，この問題を取り上げました。答弁を入れて15分くらい
の短いもので，他に括りとして三本ぐらい質問すべきことがあったので充分じゃなかったんですけど，取
り上げました。その時は，まだ，「しない方向」というか，「やらない予定です」というような言い方で
したね。議会では，もう必要はないというか，沿岸市町に聞いたところ，やりたいというところがないと
いう嘘の答弁もして，実際，仙台と石巻は県がやってくれれば，その方が良いってずっといってたんです
けれども，まあ，一緒にやってくれる市町村もなくなったので辞めますっていうのが，今のところの県の
言い方ですよね。だからさっき水戸部先生が指摘した県としての広域性，広域自治体の責任であるとか，
今後のあの被災者の支援策の政策展開のための基礎データに使うとかっていうことは，さらりとを忘れた
答弁をしていました。以上です。また，あの２月の予算議会でも取り上げます。これは大きな問題なの
で。 

（水戸部）是非お願いします。 
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［阿部］福島さんのお話との関係で，福島さんにちょっとお聞きしたいんですけど。全体の多分共通の問
題意識だと思うんですが，何らかの形で健康支援に政策的な展開を求めるような，そういう理屈構成だと
思いますが，実態を共有化したいってことなんですけれども，まあ私もそうです。とにかく政策化しない
と私の立場からすると意味が無いと思います。 

　特に最近，知事はたしかにそういう言い方しているけれども，心の健康っていうのは国も県も言ってる
のですよね。だから健康全般から心の被害だけを取り上げてね。そこに，話を持っていこう，持っていこ
うという意識がもろ見えだと思います。その無意味さに呆れる状態です。 

　だからその辺も明らかにする意味では，水戸部先生たちがやっている調査，被害者調査というのとは趣
旨が違うというのはわかりましたけれども，要するに健康被害とは何かというあたりの整理をきちんとす
ることが前提として必要だと思います。つまり心の問題も，体の健康も全部絡んでいるわけですよね。そ
の辺の全体像というか，健康被害とは何かと，そういうことをやっぱりきちっと明確にするっていうので
すかね。それができてはじめて，こういう中身にはこういう支援が必要なんだということが明らかになっ
て，そこで支援のメニューも入ってくると思うのです。そういう全体像の中で，やっぱり心の健康ってい
うのはこういう位置付けなんだということがわかる。その全体像が見えないで，明らかにしようとしない
で，心，心って言い方は，国も県もおかしいと基本的に思っています。ただ彼らが心の健康ということを
強調するのは，やっぱり健康の問題を全く気にしてないということではないわけで，そこに付け込んでい
くというか，そこで理論展開していくというのが，まさに我々の運動でものすごく重要です。特に水戸部
先生たちが今やっている話しというのは，そこに何かコミットできないかなっていう強い思いを私はして
います。そういうことです。ですから政治的な意味でも，心の健康を切り離すのは意味が無いという論調
を，もうちょっと強く打ち出してほしいと思います。 

［福島］はい，全くそのとおりで，復興庁でも，震災関連死の検討委員会みたいなのを最初の方は作って
いたんですけど，そこの中で，やっぱりお医者さんだったか，研究者の方が，今阿部さんがおっしゃった
ように，トータルで見て行かないといけなくて，心の健康だけ抜いていいとか悪いとかっていうのはナン
センスだっておっしゃってたのも，復興庁の報告書の中に載ってるので，おっしゃる通りトータルとして
見て，しかも水戸部先生のデータの中にはその住家被害では無くて罹災判定，きちんと住宅の被害の状況
と，それから健康状態とかが，因果関係として説明できるような資料にもなっているので，非常に有用だ
なと思っておりますので，どの程度基礎データとして私が取り上げられるのかどうかは，また個別に相談
させていただきますけれども，阿部さんのご指摘の通りだと思っています。 

［遠州］はい，ありがとうございます。それから私の感じたのは，ToMMoが出していただいたデータの
中で，ほかのデータでは出てこないデータとして面白いと思ったのは，住居の状態によって運動量，歩行
数に違いが出てきますと言う話と，骨密度にかなりの違いが出てきますと言う話をされてますよね。だか
ら，そういう体調の変化っていうものと，抑鬱状態との相関と言いますか，そこはまだそこには書いてな
かったというふうに思うんですけれども，やっぱりあの身体的に不調になれば，それが心的にも影響す
るっていう事は当然あるんだろうというふうに思いますし，そういう全体の因果関係みたいなものを分析
できるだけのデータ数があって，統計的に有意な結果が得られるなら大変有意義かなと感じましたね。 

（水戸部）心の問題というのは確かにあのご指摘の通り，いかにもPTSD的な心の問題をサポートしてい
くというような流れがあるんですけれども，我々の心というのはですね，まさにまず一つは身体的な状況
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によって，心で再現されます。風邪引けば具合悪くなるし，疲れれば体調崩すし，ストレスがかかれば抑
鬱的になる。そういう体の身体的な状況と心というのは密接に結びついている。 

　それからもう一つは心ってのはやっぱり日常の生活が一番大事なので，収入がない，ゴタゴタある，今
後家賃が上がってきて出なくちゃならない。まさに社会的ストレスですね。経済的なストレスとか，そう
いったものも心に関係しているわけで，単に震災そのものが，過去の震災を思い出して，またうんぬんっ
て言うそういうものだけで心の問題を論じるのじゃなくて，基本的にはもっとトータルに，それこそ社会
的決定要因として，生活から収入から含めたトータルのものとして考えていかないと，心の問題だけ取り
上げてやること自体が，逆に言うと論点をずらしてしまうというようなことがある。 

　そういう視点をきちんと，我々，ものを分析する時には多変量解析と言って，一つの物だけじゃなく
て，いろんな要因を統計的に全部処理して，どれとどれが一番関わるかと，そういうことを検討していく
わけで，そういう分析を今後このToMMoのデータを使いながらやっていければいいなというふうに思っ
ているのですね。単に心だけの指数を取り上げて，これはどうだとか，そういうことじゃなくて，そうい
うものをちょっと取り上げていこうと思います。 

　まだ結果がどう出るかわかりません。何とか工夫をして本質的な問題にアプローチして行きたい。そこ
からもっと問題提起して行きたいなと思ってます。そこに収入が加わってきたのは私にとって非常に大き
いんです。やっぱりね，お金がないと言う一番心に響きますからね。そういうことも含めたね。より明ら
かになっていくように取り組んで行きたいと思います。
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